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○
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
改
正
案 

新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

（
帳
簿
） 

第
十
五
条 

法
第
九
十
六
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

。 

一 

技
術
基
準
適
合
認
定
を
求
め
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先 

二 

技
術
基
準
適
合
認
定
の
求
め
に
係
る
書
類
の
受
理
年
月
日 

三 

技
術
基
準
適
合
認
定
の
求
め
に
係
る
端
末
機
器
の
種
類
及
び
設
計 

四 

技
術
基
準
適
合
認
定
の
求
め
に
係
る
端
末
機
器
の
名
称
及
び
製
造
番
号 

五 

技
術
基
準
適
合
認
定
の
た
め
の
審
査
を
行
っ
た
際
に
用
い
た
試
験
方
法 

六 

技
術
基
準
適
合
認
定
の
た
め
の
審
査
を
行
っ
た
際
に
使
用
し
た
測
定
器
等
ご

と
の
名
称
又
は
型
式
、
製
造
事
業
者
名
、
製
造
番
号
、
較
正
等
を
行
っ
た
年
月

日
（
当
該
測
定
器
等
が
第
五
条
の
二
の
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
で
あ
っ
て
、
当

該
較
正
等
を
行
っ
た
年
月
日
の
翌
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て
当
該
測
定
器
等
を

使
用
し
た
年
月
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
を
超
え
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含

む
。
）
及
び
較
正
等
を
行
っ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
当
該
較
正
等
の
方

法
が
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ニ
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
測
定
器
等

を
較
正
等
し
た
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
測
定
器
等
の
名
称
又
は
型
式
、
製
造
事

業
者
名
、
製
造
番
号
、
較
正
等
を
行
っ
た
年
月
日
及
び
較
正
等
を
行
っ
た
者
の

氏
名
又
は
名
称 

七 

審
査
の
経
過
（
試
験
に
あ
っ
て
は
、
試
験
結
果
を
含
む
。
）
及
び
結
果 

八 

技
術
基
準
適
合
認
定
番
号
及
び
技
術
基
準
適
合
認
定
を
し
た
年
月
日 

（
帳
簿
） 

第
十
五
条 

（
略
） 

 

別紙５ 
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２ 

法
第
九
十
六
条
の
帳
簿
は
、
技
術
基
準
適
合
認
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
ご
と

に
作
成
し
て
備
え
付
け
、
記
載
又
は
記
録
の
日
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

法
第
九
十
六
条
の
帳
簿
は
、
技
術
基
準
適
合
認
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
ご
と

に
作
成
し
て
備
え
付
け
、
記
載
の
日
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
帳
簿
の
保
存
を
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
行
う

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機

器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
帳
簿
の
保
存
は
、
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
行

う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
必
要
に
応
じ

電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
帳
簿
） 

第
三
十
二
条 

法
第
百
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
の
総
務
省

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

技
術
基
準
適
合
認
定
を
求
め
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先 

二 

技
術
基
準
適
合
認
定
の
求
め
に
係
る
書
類
の
受
理
年
月
日 

三 

技
術
基
準
適
合
認
定
の
求
め
に
係
る
端
末
機
器
の
種
類
及
び
設
計 

四 

技
術
基
準
適
合
認
定
の
求
め
に
係
る
端
末
機
器
の
名
称
及
び
製
造
番
号 

五 

技
術
基
準
適
合
認
定
の
た
め
の
審
査
を
行
っ
た
際
に
用
い
た
試
験
方
法 

六 

技
術
基
準
適
合
認
定
の
た
め
の
審
査
を
行
っ
た
際
に
使
用
し
た
測
定
器
等
ご

と
の
名
称
又
は
型
式
、
製
造
事
業
者
名
、
製
造
番
号
、
較
正
等
を
行
っ
た
年
月

日
（
当
該
測
定
器
等
が
第
五
条
の
二
の
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
で
あ
っ
て
、
当

該
較
正
等
を
行
っ
た
年
月
日
の
翌
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て
当
該
測
定
器
等
を

使
用
し
た
年
月
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
を
超
え
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含

む
。
）
及
び
較
正
等
を
行
っ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
当
該
較
正
等
の
方

法
が
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ニ
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
測
定
器
等 

（
帳
簿
） 

第
三
十
二
条 

（
略
） 
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を
較
正
等
し
た
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
測
定
器
等
の
名
称
又
は
型
式
、
製
造
事
業

者
名
、
製
造
番
号
、
較
正
等
を
行
っ
た
年
月
日
及
び
較
正
等
を
行
っ
た
者
の
氏

名
又
は
名
称 

七 

審
査
の
経
過
（
試
験
に
あ
っ
て
は
、
試
験
結
果
を
含
む
。
）
及
び
結
果 

八 

技
術
基
準
適
合
認
定
番
号
及
び
技
術
基
準
適
合
認
定
を
し
た
年
月
日 

 
２ 

法
第
百
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
の
帳
簿
は
、
技
術
基

準
適
合
認
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
ご
と
に
作
成
し
て
備
え
付
け
、
記
載
又
は
記

録
の
日
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
百
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
の
帳
簿
は
、
技
術
基

準
適
合
認
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
ご
と
に
作
成
し
て
備
え
付
け
、
記
載
の
日
か

ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
保
存
を
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
行

う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の

機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
保
存
は
、
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
必
要
に
応

じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
○

年
○
月
○
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 


